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業 務 運 営 評 価 （個別項目ごとの認定）

項 目 評定理由 意見評 定
中期計画 平成１５年度計画

１．業務運営の効率化に関する目標
を達成するためとるべき措置

（１）組織運営の効率化（１）組織運営の効率化
業 務 の 繁 閑 に 応 じ て 柔 軟 か つ 機 マ ネ ー ジ ャ ー 制 の 導 入 の た め の １ 本 部 の 一 部 に つ い て 組 織 運 営 の 分 析 を 設 立 後 の 半 年 の 実 績 と し て は 、 概

動 的 に 業 務 を 担 当 で き る 体 制 を 整 検 討 委 員 会 を 設 置 し 、 現 行 の 組 織 行 っ て い る 。 ね 順 調 で あ る と し て も 、 中 期 目 標
備する。 運 営 等 の 分 析 を 行 っ た 上 で 、 本 部 試 行 的 に 導 入 し た マ ネ ー ジ ャ ー 制 は 、 の 達 成 に 対 す る 次 年 度 以 降 の 進 捗

こ の た め 課 制 を 廃 止 し 、 固 定 的 組 織 の 一 部 に お い て マ ネ ー ジ ャ ー 現 場 に お け る 業 務 運 営 の 自 由 度 の 拡 大 、 見 通 し に 対 す る 考 え 方 が 明 確 で は
な 課 単 位 の 組 織 に 制 約 さ れ ず 、 機 制を試行的に導入する。 増 加 す る 業 務 に 対 す る 迅 速 か つ 柔 軟 に 対 な い 。
動 的 な 人 材 運 用 を 可 能 と す る マ ネ 応 す る と い う 本 来 の 目 的 に 対 し 十 分 に 機
ージャー制を導入する。 能 し て い る と は い え ず 、 試 行 導 入 に お け

る 課 題 の 分 析 も 行 っ て い な い こ と か ら 、
今 後 、 地 方 組 織 等 に 拡 大 導 入 し て い く こ
と に よ り 、 組 織 を ど の よ う に 構 築 し て い
くか展望がみえない。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

（２）人材の活用（２）人材の活用
業 務 に 必 要 な 役 職 員 を 確 保 す る 適 性 診 断 業 務 に お い て 産 業 カ ウ １ 産 業 カ ウ ン セ ラ ー 等 の 資 格 を 取 得 さ せ 設 立 後 の 半 年 の 実 績 と し て は 、 概

と と も に 、 産 業 カ ウ ン セ ラ ー 等 の ン セ ラ ー 等 の 資 格 を 取 得 し た 職 員 た 職 員 を 、 人配置している。 ね 順 調 で あ る と し て も 、 中 期 目 標77
資 格 を 取 得 し た 職 員 を 積 極 的 に 活 を 全 国 的 に ７ ６ 人 以 上 適 正 に 配 置 職 員 の 能 力 ・ 実 績 の 評 価 方 法 等 に つ い の 達 成 に 対 す る 次 年 度 以 降 の 進 捗
用するなど組織の活性化を図る。 す る な ど 、 職 員 を 積 極 的 に 活 用 す て の 現 行 の 課 題 の 検 討 を 含 め た 分 析 が 十 見 通 し に 対 す る 考 え 方 が 明 確 で は

る。 分 に 行 わ れ て い な い た め 、 次 年 度 以 降 の な い 。
ま た 、 職 員 の 能 力 ・ 実 績 を よ り ま た 、 職 員 の 能 力 ・ 実 績 を よ り 見 通 し に お い て も 、 組 織 の 一 層 の 活 性 化

適 正 に 評 価 す る 仕 組 み を 構 築 す 適 正 に 評 価 す る 仕 組 み を 構 築 す る を 図 る と し た 中 期 目 標 を ど の よ う に 達 成
る。 た め の 検 討 委 員 会 を 設 置 し 、 現 行 し て い く の か 具 体 的 な 計 画 が た て ら れ て

の評価方法等の分析を行う。 い な い 。
以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て

概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

（３）業務運営の効率化 （３）業務運営の効率化



①指導講習業務 ①指導講習業務
ア 職 員 に 対 す る 研 修 制 度 を 拡 充 ア 専 任 講 師 と 同 様 の 講 習 を 行 う １ 専 門 講 師 の 行 う 講 習 を 職 員 が 行 え る よ
し 、 職 員 の 能 力 開 発 を 促 進 す る こ 職 員 を 育 成 す る た め に 、 外 部 研 修 う職員の育成を図っている。

25と に よ り 、 指 導 講 習 に 係 る 講 義 の を ２ ５ 人 に 対 し て 実 施 す る と と 外 部 研 修 を 、 年 度 計 画 の と お り 、
業 務 の 一 部 を 職 員 が 実 施 で き る よ も に 、 専 任 講 師 に よ る 講 習 の 一 部 人に実施している。
う 育 成 を 図 り 、 業 務 経 費 を 削 減 す を 行 う 職 員 を 育 成 す る た め に 、 運 内 部 研 修 を 年 度 計 画 で 人 に 実 施 す10
る。 行 管 理 業 務 等 に 関 す る 内 部 研 修 を る と こ ろ 人に実施し、 人が研修の一7 3

１０人に対して実施する。 部 を 年 度 初 に 繰 り 越 し て 実 施 し て い16
る 。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

イ 効 果 を 勘 案 し つ つ 、 Ｉ Ｔ を 活 イ 汎 用 ソ フ ト を 活 用 し た 受 講 管 ２ 手 作 業 で 行 っ て い た 受 講 者 台 帳 作 成 等 着 実 な 実 施 状 況 で あ る が 、 計 画 の
用 し た 全 国 統 一 の 受 講 者 管 理 シ ス 理 及 び 受 講 通 知 に 関 す る プ ロ グ ラ の 業 務 の Ｉ Ｔ 化 の た め の 受 講 者 デ ー タ の 内 容 自 体 は 遅 き に 失 し た も の で あ
テ ム の 構 築 な ど 、 業 務 全 般 の 見 直 ム の 作 成 と 受 講 者 デ ー タ ベ ー ス の 入 力 作 業 を 終 了 し 、 業 務 の 効 率 化 を る 。16
しにより、業務の効率化を図る。 入 力 作 業 を 完 了 す る こ と に よ り 、 年 度 に 実 施 す る こ と と し て お り 、 中 期 目

全 国 統 一 の 受 講 者 管 理 シ ス テ ム を 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る
構 築 し 、 現 在 、 職 員 が 手 作 業 に よ と認められる。
り 処 理 し て い る 案 内 通 知 、 受 講 者
集計業務等のＩＴ化を行う。

ウ 受 講 者 が 少 な い 開 催 場 所 に つ ウ 受 講 者 が 少 な い 開 催 場 所 を 対 ２ 年 度 は 計 画 の と お り 、 講 習 会 場15 2
い て 、 隣 接 県 と の 共 同 講 習 を 行 う 象 に 、 隣 接 県 と の 共 同 講 習 を 実 施 の 集 約 化 を 行 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成
等 に よ り 、 中 期 目 標 期 間 中 に １ ０ して２会場以上の集約化を行う。 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら
会場以上について集約化を行う。 れ る 。

5.2%エ 講 習 内 容 の 充 実 や 受 講 者 ・ 事 エ 講 習 内 容 の 充 実 や 受 講 者 ・ 事 ２ 受講者数を増加させ 自己収入を、
業 者 の 利 便 性 向 上 等 に よ り 、 自 己 業 者 の 利 便 性 向 上 等 に よ り 、 自 己 増 加 さ せ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け
収入の増加を図る。 収 入 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） を 認 可 法 人 て着実な実施状況にあると認められる。

時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） よ
り向上させる。

オ 以 上 の 措 置 を 講 ず る 等 に よ オ 以 上 の 措 置 を 講 じ る こ と に よ ２ 自己収入比率を、前年度より ポ イ0.4
り 、 自 己 収 入 比 率 に つ い て 、 中 期 り 自 己 収 入 比 率 平 成 １ ５ 年 度 ン ト 向 上 さ せ 、 と し て お り 、 中 期、 （ ） 33.2%
目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お い を 認 可 法 人 時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ
て ３ ５ ％ 以 上 認 可 法 人 時 ３ ２ ４年度）より向上させる。 ると認められる。、 （ ．
７％）に引き上げる。
②適性診断業務 ②適性診断業務
ア 専 門 委 員 （ 大 学 教 授 等 ） に よ ア 現 在 専 門 委 員 大 学 教 授 等 ２ 専 門 委 員 の 行 う 助 言 指 導 を 職 員 が 行 え、 （ ）
る 職 員 の 助 言 指 導 能 力 の 育 成 を 行 に よ り 実 施 し て い る 特 別 診 断 及 び るよう職員の育成を図っている。
う こ と に よ り 、 適 性 診 断 後 の カ ウ 特 定 診 断 Ⅱ の 助 言 指 導 を 行 う 職 員 基 礎 的 研 修 を 人 に 対 し て 実 施 す る20
ン セ リ ン グ の 業 務 を 職 員 が 実 施 で の 育 成 並 び に 当 該 職 員 に よ る カ ウ 計 画 の と こ ろ 、 助 言 指 導 を 伴 う 診 断 が 増



き る よ う に 育 成 し 、 業 務 経 費 を 削 ン セ リ ン グ 業 務 の 実 施 を 通 じ た 経 え た こ と に 対 応 す る た め 、 人 に 研 修25
減する。 費 削 減 を 平 成 １ ８ 年 度 末 ま で に 行 を実施している。

う た め に 、 基 礎 的 研 修 を ２ ０ 人 に 以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
対して実施する。 着実な実施状況にあると認められる。

イ 受 付 時 点 か ら 全 て の 業 務 プ ロ イ 診 断 結 果 の 統 計 業 務 の オ ン ラ ２ 業 務 ミ ス の 少 な い 効 率 的 な 事 務 処 理 、
セ ス の 見 直 し を 実 施 し 、 効 果 を 勘 イ ン 化 を 完 了 す る と と も に 、 業 務 迅 速 な 情 報 の 共 有 化 等 を 図 る た め 本 部 ・
案 し つ つ 、 統 計 業 務 の オ ン ラ イ ン の マ ニ ュ ア ル 化 の た め の 業 務 実 態 主 管 ・ 支 所 間 の オ ン ラ イ ン 化 に よ る 統 計
化 や 業 務 の マ ニ ュ ア ル 化 等 を 図 を 分 析 す る 。 業務のＩＴ化を終了している。
り、業務全体の効率化を図る。 業 務 の マ ニ ュ ア ル 化 に 向 け た 業 務 実 態

の分析を適切に行いっている。
業 務 の 効 率 化 を 年 度 に 実 施 す る こ16

ととしている。
以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て

着実な実施状況にあると認められる。
12.9ウ 診 断 内 容 の 高 度 化 や 受 診 者 ・ ウ 診 断 内 容 の 高 度 化 や 受 診 者 ・ ２ 受診者数を増加させ、自己収入を

事 業 者 の 利 便 性 向 上 等 に よ り 、 自 事 業 者 の 利 便 性 向 上 に よ り 、 自 己 ％ 増 加 さ せ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む
己収入の増加を図る。 収 入 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） を 認 可 法 人 け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ

時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） よ る 。
り向上させる。

エ 以 上 の 措 置 を 講 ず る 等 に よ エ 以 上 の 措 置 を 講 じ る こ と に よ ２ 自己収入比率を、前年度より ポ イ 着 実 な 実 施 状 況 で あ る が 、 目 標 が3.8
り 、 自 己 収 入 比 率 に つ い て 、 中 期 り 自 己 収 入 比 率 平 成 １ ５ 年 度 ン ト 向 上 さ せ 、 と し て お り 、 中 期 こ の 数 値 で い い か ど う か は 別 で あ、 （ ） 33.9%
目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お い を 認 可 法 人 時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る 。
て ３ ５ ％ 以 上 認 可 法 人 時 ３ ０ ４年度）より向上させる。 ると認められる。、 （ ．
１％）に引き上げる。
③ 重 度 後 遺 障 害 者 に 対 す る 援 護 業 ③ 重 度 後 遺 障 害 者 に 対 す る 援 護 業
務 務
（療護センター） （療護センター）
ア 医 療 水 準 ・ コ ス ト 水 準 等 に 関 ア 医 療 水 準 ・ コ ス ト 水 準 等 に 関 ２ タ ス ク フ ォ ー ス に よ る 外 部 評 価 を 受
し タ ス ク フ ォ ー ス に よ り 外 部 評 価 し タ ス ク フ ォ ー ス に よ り 外 部 評 価 け 、 そ の 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 し
を 行 い 、 そ の 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ を 行 い 、 そ の 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に 向 け て 着 実 な
等で公表する。 等で公表する。 実施状況にあると認められる。
イ 平 成 １ ５ 年 度 よ り 千 葉 療 護 セ イ 適 切 な 医 療 水 準 を 確 保 し た 適 ２ 適 正 な 看 護 師 の 配 置 の 見 直 し 等 に よ
ン タ ー の 民 間 委 託 化 を 行 い 、 全 セ 正 な 看 護 師 の 配 置 の 見 直 し 、 外 部 り 、 適 切 な 医 療 水 準 を 確 保 し つ つ 、 運 営
ン タ ー の 業 務 の 民 間 委 託 化 を 図 っ 委 託 を 行 っ て い る 定 型 的 ・ 単 純 作 経 費 の 節 減 に 向 け た 方 策 を 策 定 し 、 着 実
た と こ ろ で あ る が 、 さ ら に 民 間 委 業 に お け る 契 約 方 法 ・ 内 容 の 見 直 に 経 費 節 減 が 図 ら れ て お り 、 中 期 目 標 の
託 し て い る 定 型 的 ・ 単 純 作 業 に つ し 並 び に 検 査 外 来 の 増 加 に 向 け た 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認
い て の 見 直 し 等 に よ る 経 費 節 減 や 実 態 把 握 及 び 施 設 の 効 率 的 な 活 用 め ら れ る 。
検 査 外 来 の 増 加 に よ り 、 既 存 病 床 の 方 法 の 策 定 を 行 い 、 既 存 病 床 の
の 運 営 経 費 に つ い て 、 中 期 目 標 期 運 営 経 費 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） に つ い



間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お い て 、 認 て 、 認 可 法 人 の 最 終 年 度 （ 平 成 １
可 法 人 時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 ４年度）より節減する。
度 ） 比 で ４ ％ 程 度 に 相 当 す る 額 を
節減する。
（介護料支給） （介護料支給）

介 護 料 支 給 事 務 に つ い て 、 請 求 モ デ ル 支 所 に お い て 、 現 在 職 員 ２ 東 京 主 管 支 所 に お い て 、 支 給 額 積 算 業
事 務 プ ロ セ ス の 見 直 し 、 支 給 額 積 が 手 作 業 に よ り 処 理 し て い る 支 給 務 の 電 子 デ ー タ 化 を 試 行 的 に 行 い 、 事 務
算 の 電 子 デ ー タ 化 に よ り 、 事 務 の 額 積 算 業 務 に つ い て 、 汎 用 ソ フ ト 処 理 期 間 の 短 縮 が 図 ら れ た た め 、 年16
処理期間の短縮化を図る。 を 活 用 し た 電 子 デ ー タ 化 を 試 行 的 度 以 降 、 支 所 ご と に 行 っ て い た 支 給 額 積

に実施する。 算 業 務 を 主 管 支 所 に 集 約 し 、 事 務 処 理 期
間 の 短 縮 化 を 図 る と し て お り 、 中 期 目 標
の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と
認 め ら れ る 。

④交通遺児等への支援業務 ④交通遺児等への支援業務
ア 債 権 管 理 委 員 会 に よ り 、 債 権 ア 債 権 管 理 規 程 を 策 定 し 、 効 果 ２ 債 権 管 理 規 程 の 策 定 及 び 債 権 回 収 の マ
管 理 方 法 の 改 善 を 行 い 、 効 果 的 、 的 な 債 権 回 収 を 行 う こ と に よ り 、 ニ ュ ア ル 化 を 行 い 、 効 果 的 な 債 権 回 収 を
効 率 的 な 回 収 を 図 り 、 回 収 経 費 に 債 権 回 収 率 ９ ０ ％ 以 上 を 確 保 す る 行うことにより、債権回収率 以 上 を90%
つ い て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 と と も に 、 債 権 回 収 の マ ニ ュ ア ル 確 保 す る と と も に 、 債 権 回 収 経 費 に つ い

、 、業 年 度 に お い て 、 認 可 法 人 時 の 最 化 を 行 う こ と に よ り 効 率 的 な 債 権 て 年度計画の削減目標を達成しており
終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） 比 で ２ ０ 回 収 を 実 施 し 、 債 権 回 収 経 費 （ 平 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況
％ 程 度 に 相 当 す る 額 を 削 減 し つ 成 １ ５ 年 度 ） に つ い て 、 認 可 法 人 にあると認められる。
つ 、 債 権 回 収 率 ９ ０ ％ 以 上 確 保 す の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） 比 で
る。 ３ ％ 程 度 に 相 当 す る 額 を 削 減 す

る。
イ 債 権 管 理 委 員 会 に お い て 適 切 イ 債 権 管 理 委 員 会 に お い て 適 切 ２ 債 権 管 理 委 員 会 に お い て 適 切 な 貸 付 債
な 貸 付 債 権 の 評 価 を 実 施 す る と と な 貸 付 債 権 の 評 価 を 実 施 す る と と 権 の 評 価 を 実 施 す る と と も に 、 リ ス ク に
も に 、 リ ス ク に 応 じ た 適 正 な 引 当 も に 、 リ ス ク に 応 じ た 適 正 な 引 当 応 じ た 適 正 な 引 当 金 を 計 上 し 、 そ の 結 果
金 を 計 上 し 、 そ の 結 果 に つ い て ホ 金 を 計 上 し 、 そ の 結 果 に つ い て ホ に つ い て ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 す る こ と
ームページ等で公表する。 ームページ等で公表する。 と し て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着

実な実施状況にあると認められる。

⑤情報提供業務 ⑤情報提供業務
自 動 車 ア セ ス メ ン ト を 適 切 な コ 自 動 車 ア セ ス メ ン ト を 適 切 な コ ２ 試 験 の 質 を 落 と す こ と な く 、 中 期 計 画

ス ト で 実 施 し て い く た め 、 試 験 実 ス ト で 実 施 す る た め 、 試 験 準 備 の を 達 成 す る た め 、 衝 突 を 行 う 試 験 に つ い
施 方 法 の 合 理 化 等 を 図 り 、 試 験 毎 た め の 試 験 器 等 の 精 度 の 確 認 項 目 て 、 試 験 準 備 の た め の 試 験 器 等 の 精 度 の
の １ 台 当 た り の 試 験 実 施 費 に つ い 数 の 削 減 を 行 い 、 試 験 毎 の １ 台 当 確 認 項 目 数 を 見 直 し 、 試 験 毎 の １ 台 当 た
て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 たりの試験実施費 平 成 １ ５ 年 度 り の 試 験 実 施 費 を 着 実 に 削 減 し て お り 、（ ）
度 に お い て 、 認 可 法 人 時 の 最 終 年 について 認可法人の最終年度 平 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況、 （



度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） 比 で ４ ％ 程 度 成 １ ４ 年 度 ） 比 で １ ％ 程 度 に 相 当 にあると認められる。
に相当する額を削減する。 する額を削減する。
⑥業務全般 ⑥業務全般

業 務 プ ロ セ ス の 見 直 し を 実 施 業 務 プ ロ セ ス の 見 直 し を 実 施 １ 財 務 会 計 シ ス テ ム の オ ン ラ イ ン 化 ・ パ
し 、 業 務 運 営 の 効 率 化 を 図 る 。 特 し 、 業 務 運 営 の 効 率 化 を 図 る と と ソ コ ン バ ン キ ン グ 等 に よ り 業 務 処 理 の 情
に 、 一 般 管 理 費 に つ い て 、 よ り 一 も に 、 一 般 管 理 費 に つ い て 、 効 率 報 化 、 電 子 化 等 業 務 運 営 の 効 率 化 を 図 っ
層 の 業 務 運 営 の 効 率 化 を 図 る こ と 化 に 向 け た 組 織 体 制 及 び 給 与 体 系 て い る 。
に よ り 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 の 抜 本 的 な 見 直 し を 含 む 経 費 節 減 一 般 管 理 費 に つ い て 、 人 件 費 ・ 物 件 費
業 年 度 に お い て 、 認 可 法 人 時 の 最 のための方策を策定する。 の 節 約 の 方 策 を 策 定 し 、 年 度 以 降 実16
終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） 比 で １ ０ 施 す る こ と と し て い る が 、 中 期 計 画 を 達
％程度に相当する額を削減する。 成 す る の に 必 要 十 分 な 方 策 を 策 定 し た と

は い え な い 。
以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て

概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

２．国民に対して提供するサービス ２．国民に対して提供するサービス
その他の業務の質の向上に関する 事 その他の業務の質の向上に関する 事
項を達成するためとるべき措置 項を達成するためとるべき措置
（１）指導講習業務 （１）指導講習業務
① 講 習 回 数 の 増 回 、 業 態 別 や 事 業 ① 一 般 講 習 を ２ 回 以 上 開 催 し て い ２ 一 般 講 習 を 回以上開催する 支 所2 38
規 模 別 の 講 習 の 実 施 等 を 行 い 、 受 る 全 支 所 に つ い て 、 旅 客 ・ 貨 物 別 に お い て 業 態 別 講 習 を 行 う と と も に 、 東
講者の講習環境を向上させる。 の 業 態 別 講 習 を 実 施 す る と と も 京 主 管 支 所 に お い て 試 行 的 に 実 施 し た 事

に 、 試 行 的 に 東 京 主 管 支 所 に お い 業 規 模 別 講 習 に つ い て 受 講 者 ・ 事 業 者 の
て事業規模別の講習を実施する。 ニ ー ズ を 踏 ま え つ つ 年 度 以 降 も 実 施16

し て い く と し て い る ほ か 、 ニ ー ズ を 踏 ま
え た 出 張 講 習 を 行 っ て お り 、 中 期 目 標 の
達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認
め ら れ る 。

② 少 人 数 に よ る 受 講 者 参 加 型 講 習 ② 特 別 講 習 に お け る 少 人 数 受 講 者 ２ 少 人 数 受 講 者 参 加 型 の グ ル ー プ 討 議 を
の 推 進 、 最 新 の 事 故 事 例 研 究 ・ 分 参 加 型 の グ ル ー プ 討 議 を 盛 り 込 ん 盛 り 込 ん だ 講 習 、 最 新 の 事 故 事 例 の 研 究
析 に 基 づ く 再 発 防 止 の た め の 運 行 だ 講 習 、 最 新 の 事 故 事 例 の 研 究 分 分 析 に 基 づ く 事 故 再 発 防 止 の た め の 運 行
管 理 改 善 手 法 の 導 入 、 効 果 的 な 教 析 に 基 づ く 事 故 再 発 防 止 の た め の 管 理 改 善 手 法 を 盛 り 込 ん だ 講 習 を 全 支 所
材 の 活 用 等 指 導 講 習 の 内 容 の 充 実 運 行 管 理 改 善 手 法 を 盛 り 込 ん だ 講 で実施している。
を図る。 習 を 全 支 所 で 実 施 す る 。 ま た 、 試 受 講 者 の 多 い 支 所 に お い て 試 行 的10

行 的 に 東 京 主 管 支 所 を は じ め と す に 実 施 し た 視 聴 覚 機 器 を 用 い た 講 習 に つ
る １ ０ 支 所 に お い て 視 聴 覚 機 器 を い て 効 果 の 検 証 を 行 い つ つ 実 施 支 所 の 拡
用いた講習を実施する。 大 を 図 る と し て い る な ど 、 指 導 講 習 の 内

容を充実している。
以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て



着実な実施状況にあると認められる。
③ 職 員 の 資 質 向 上 を 図 る た め 研 修 ③ 本 部 及 び 全 主 管 支 所 （ 沖 縄 支 所 ２ 本 部 ・ 全 主 管 支 所 に 事 故 防 止 相 談 窓 口
制 度 の 充 実 を 行 う と と も に 、 事 故 を 含 む ） に 事 故 防 止 相 談 窓 口 を 設 を 設 置 し 、 事 故 防 止 コ ン サ ル テ ィ ン グ に
防 止 相 談 や 事 故 防 止 の た め の 企 業 置 し 、 事 故 防 止 コ ン サ ル テ ィ ン グ 係 る 企 業 の ニ ー ズ を 収 集 す る と と も に 、
コ ン サ ル テ ィ ン グ を 試 行 的 に 実 施 に 係 る 企 業 の ニ ー ズ を 収 集 す る と 東 京 、 高 松 に お い て 、 事 業 者 に 対 し 企2
する。 と も に 、 試 行 的 に ２ 社 程 度 の 事 業 業 コ ン サ ル テ ィ ン グ を 実 施 し 、 本 格 実 施

者 に 対 し て 企 業 コ ン サ ル テ ィ ン グ に 向 け た 知 見 の 蓄 積 を 行 っ て お り 、 中 期
を 実 施 し 、 コ ン サ ル テ ィ ン グ を 行 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ
うための知見の蓄積を行う。 ると認められる。

④ 運 行 管 理 に お け る 診 断 結 果 の 活 ④ 運 行 管 理 の 現 場 に お け る 適 性 診 １ 一 般 講 習 受 講 者 に 対 す る 運 行 管 理 の 現
用 を 促 進 す る た め 、 適 性 診 断 活 用 断 結 果 の 利 用 実 態 の 調 査 を 行 い 、 場 に お け る 適 性 診 断 結 果 の 利 用 実 態 の 調
講 座 の 実 施 等 を 通 じ た 適 性 診 断 活 事 業 者 の 事 業 種 別 及 び 事 業 規 模 毎 査 を 行 っ た が 、 調 査 方 法 に つ い て 十 分 な
用 法 を 取 り 入 れ た 講 習 を 実 施 す に 、 運 行 管 理 者 に よ る 内 部 カ ウ ン 検討が行われたとはいえない。
る。 セ リ ン グ 体 制 を 構 築 す る に 当 た っ 事 故 防 止 対 策 に お い て 、 適 性 診 断 結 果

ての問題点を把握する。 に 基 づ く 助 言 ・ 指 導 は 有 効 で あ る が 、 活
用 状 況 が 消 極 的 で あ る と い う 問 題 点 を 把
握 し た と し て い る が 、 さ ら に 踏 み 込 ん だ
分析、問題点の把握を行うべきである。

適 性 診 断 結 果 の 活 用 に つ い て 、 事 業 者
の 理 解 を 得 ら れ る よ う 、 講 習 用 教 材 に 反
映 さ せ る 等 、 運 行 管 理 者 に 対 す る サ ポ ー
ト を 行 う こ と と し た と し て い る が 、 よ り
効果的な対応策を検討するべきである。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

⑤ 定 期 的 に 受 講 者 ・ 事 業 者 に 対 す ⑤ 受 講 者 ・ 事 業 者 に 対 す る 調 査 を １ 受 講 者 ・ 事 業 者 に 対 す る 調 査 を 実 施 し
る 調 査 を 実 施 し 、 ニ ー ズ 等 を 踏 ま 実 施 し 、 調 査 結 果 に 基 づ き 講 習 の て い る 。
え 、 指 導 講 習 の 内 容 の 充 実 に 反 映 実 施 方 法 等 の 改 善 を 含 め た 講 習 内 調 査 結 果 に 基 づ き 、 講 習 の 実 施 方 法 等
する。 容の充実を行う。 の 改 善 を 含 め た 講 習 内 容 の 充 実 が 行 わ れ

て い な い 。
以 上 か ら 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 概

ね着実な実施状況にあると認められる。
⑥ 以 上 の 施 策 を 実 施 す る こ と に よ ⑥ 以 上 の 措 置 を 講 じ る こ と に よ ２ 受 講 者 ・ 事 業 者 に 対 す る 安 全 対 策 へ の
り 、 受 講 者 ・ 事 業 者 に 対 す る ５ 段 り 、 受 講 者 ・ 事 業 者 に 対 す る ５ 段 支援効果に関する評価度については、
階 評 価 の 調 査 に お け る 安 全 対 策 へ 階 評 価 の 調 査 に お け る 安 全 対 策 へ 運 行 管 理 者 に な ろ う と す る 者 に 対 す る

14の 支 援 効 果 に 関 す る 評 価 度 に つ い の 支 援 効 果 に 関 す る 評 価 度 （ 平 成 基 礎 講 習 ・ 一 般 講 習 は 、 そ れ ぞ れ 、
て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 １ ５ 年 度 ） に つ い て 、 平 成 １ ４ 年 年 度 と 比 較 し 、 、 ポ イ ン ト 向 上0.33 0.15
度までに４．０以上とする。 度 に 実 施 し た プ レ 調 査 以 上 の 評 価 し 、 、 と な っ て い る 。3.97 4.01



を獲得する。 事 故 ・ 違 反 を 惹 起 し た 者 に 対 す る 特 別
講習は高い評価を得ている。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
着実な実施状況にあると認められる。

（２）適性診断業務 （２）適性診断業務
① 効 果 を 勘 案 し つ つ 、 自 動 視 野 測 ① 自 動 視 野 測 定 器 及 び 貸 出 し 用 自 ２ 自 動 視 野 測 定 機 及 び 貸 出 し 用 自 動 診 断 ア イ カ メ ラ の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に
定 機 の 導 入 、 ア イ カ メ ラ ・ シ ミ ュ 動 診 断 機 器 に つ い て 、 東 京 主 管 支 機 器 に つ い て 、 東 京 主 管 支 所 に お い て 行 つ い て は 、 具 体 的 な 事 故 対 策 に 直
レ ー タ ー の 開 発 ・ 試 行 導 入 な ど 機 所 管 内 に お い て 試 行 的 導 入 及 び そ っ た 効 果 の 検 証 を 踏 ま え 、 自 動 視 野 測 定 結 す る テ ー マ を 探 し て 進 め る べ き
器 の 充 実 を 行 い 、 認 知 分 野 も 含 め の 効 果 の 検 証 を 行 い 、 そ の 結 果 を 機 は 沖 縄 支 所 を 含 む 全 主 管 支 所 に 、 貸 出 で あ る 。
た 診 断 内 容 の 高 度 化 を 図 る 。 さ ら 踏 ま え て 、 自 動 視 野 測 定 機 は 全 主 し 用 自 動 診 断 機 器 は 全 支 所 に 導 入 し 、 診
に 貸 出 し 用 自 動 診 断 機 器 の 開 発 を 管 支 所 （ 沖 縄 支 所 を 含 む ） に 、 貸 断 内 容 の 高 度 化 、 受 診 者 ・ 事 業 者 の 利 便
行 い 、 全 国 に 配 備 し 、 受 診 者 ・ 事 出 し 用 自 動 診 断 機 器 は 全 支 所 に 本 性の向上を図っている。
業者の利便性を向上させる。 格的な導入を行う。 ア イ カ メ ラ ・ シ ミ ュ レ ー タ ー に つ い て

ま た 、 ア イ カ メ ラ ・ シ ミ ュ レ ー も 、 実 用 化 に 向 け た 開 発 ・ デ ー タ 収 集 を
タ ー に つ い て 、 効 果 を 検 証 す る た 着実に行っている。
め に 試 作 機 の 開 発 及 び 実 験 を 行 以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
う。 着実な実施状況にあると認められる。

② 業 態 別 等 の 診 断 結 果 の 助 言 内 容 ② 性 格 テ ス ト ・ 安 全 運 転 態 度 テ ス ２ 助 言 内 容 を 業 態 別 に 改 良 す る と と も
の 充 実 、 最 新 の 事 故 事 例 研 究 ・ 分 ト 及 び そ の 結 果 に 基 づ く 助 言 内 容 に 、 最 新 の 事 故 事 例 研 究 ・ 分 析 に 基 づ く
析 に 基 づ く カ ウ ン セ リ ン グ 技 法 や を 業 態 別 に 改 良 す る と と も に 、 最 診 断 技 法 に つ い て 、 全 カ ウ ン セ リ ン グ 担
小 集 団 技 法 等 の 向 上 に よ る 助 言 指 新 の 事 故 事 例 研 究 ・ 分 析 に 基 づ く 当 職 員 に 対 し て 研 修 を 実 施 し 、 適 性 診 断
導 の 充 実 を 図 る と と も に 、 運 行 管 診 断 技 法 に つ い て 、 全 カ ウ ン セ リ の質を向上させている。
理 者 を 対 象 と し た 適 性 診 断 活 用 講 ン グ 担 当 職 員 に 対 し て 研 修 を 実 施 運 行 管 理 者 を 対 象 と し た 適 性 診 断 活 用
座 を 中 期 目 標 期 間 中 に 全 支 所 に お し、適性診断の質を向上させる。 講 座 の 実 施 に 向 け た 実 施 マ ニ ュ ア ル に つ
いて実施する。 ま た 、 運 行 管 理 者 を 対 象 と し た いても、計画的に策定を行っている。

適 性 診 断 活 用 講 座 の 実 施 に 向 け 以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
て 実施マニュアルの策定を行う 着実な実施状況にあると認められる。、 。

③ 職 員 の 資 質 を 向 上 さ せ 、 助 言 指 ③ 産 業 カ ウ ン セ ラ ー の 資 格 取 得 研 ２ 産 業 カ ウ ン セ ラ ー の 資 格 取 得 研 修 を 計
71%導 を 充 実 す る た め 、 計 画 的 に 職 員 修 を 計 画 的 に 実 施 し 、 適 性 診 断 担 画的に実施し、適性診断担当職員の

へ の 研 修 を 実 施 し 、 中 期 目 標 期 間 当 職 員 の ７ ０ ％ 以 上 の 職 員 に 資 格 （ 年 度 か ら ポイント向上）の職員14 12
中 に 診 断 業 務 担 当 職 員 の ８ ０ ％ 以 を取得させる。 に 資 格 を 取 得 さ せ て お り 、 中 期 目 標 の 達
上 に 産 業 カ ウ ン セ ラ ー 資 格 を 取 得 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め
させる。 ら れ る 。
④ 事 業 者 の 運 行 管 理 に お け る 診 断 ④ 診 断 結 果 デ ー タ を 地 域 別 、 事 業 ２ 診 断 結 果 デ ー タ を 地 域 別 、 事 業 者 別 、 効 果 的 に 行 う た め に は 、 管 理 者 に
結 果 の 活 用 を 促 進 す る た め 、 支 所 者 別 、 業 態 別 、 年 齢 別 に 本 部 及 び 業 態 別 、 年 齢 別 に 出 力 可 能 な シ ス テ ム を フ ィ ー ド バ ッ ク し な い 方 が い い の
か ら オ ン ラ イ ン 化 に よ り 得 ら れ た 全 支 所 に お い て 出 力 可 能 な シ ス テ 構 築 し 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 り つ つ 、 事 ではないか。
全 国 的 な 診 断 結 果 デ ー タ を 地 域 ム を 構 築 し 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 業 者 及 び 関 係 者 に 、 事 故 防 止 に 資 す る 情
別 、 事 業 者 別 、 業 態 別 、 年 齢 別 に り つ つ 、 事 業 者 及 び 関 係 者 に 情 報 報 提 供 を 行 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に
解 析 し 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 り つ 提供を行う。 む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ



つ 、 事 故 防 止 に 資 す る 情 報 と し て る 。
事業者及び関係者に提供する。
⑤ 定 期 的 に 受 診 者 ・ 事 業 者 に 対 す ⑤ 受 診 者 ・ 事 業 者 に 対 す る 調 査 を １ 受 診 者 ・ 事 業 者 に 対 す る 調 査 を 実 施 し
る 調 査 を 実 施 し 、 ニ ー ズ 等 を 踏 ま 実 施 し 、 調 査 結 果 に 基 づ き 診 断 の て い る 。
え 、 適 性 診 断 の 内 容 の 充 実 に 反 映 実 施 方 法 等 の 改 善 を 含 め た 診 断 内 調 査 結 果 に 基 づ き 診 断 の 実 施 方 法 等 の
する。 容の充実を行う。 改 善 を 含 め た 診 断 内 容 の 充 実 が 行 わ れ て

い な い 。
以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て

概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

⑥ 以 上 の 施 策 を 実 施 す る こ と に よ ⑥ 以 上 の 措 置 を 講 じ る こ と に よ ２ 受 診 者 ・ 事 業 者 に 対 す る 安 全 対 策 へ の
り 、 受 診 者 ・ 事 業 者 に 対 す る ５ 段 り 、 受 診 者 ・ 事 業 者 に 対 す る ５ 段 支援効果に関する評価度については、
階 評 価 の 調 査 に お け る 安 全 対 策 へ 階 評 価 の 調 査 に お け る 安 全 対 策 へ 定 期 的 に 受 診 す る こ と と さ れ て い る 一
の 支 援 効 果 に 関 す る 評 価 度 に つ い の 支 援 効 果 に 関 す る 評 価 度 （ 平 成 般 診 断 ・ 高 齢 診 断 は 年 度 と 比 較 し 、14
て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 １ ５ 年 度 ） に つ い て 、 平 成 １ ４ 年 そ れ ぞ れ 、 、 ポ イ ン ト 向 上 し 、0.32 0.13
度までに４．０以上とする。 度 に 実 施 し た プ レ 調 査 以 上 の 評 価 、 となっている。3.99 3.96

を獲得する。 こ れ か ら プ ロ ド ラ イ バ ー と な る 者 に 対
す る 初 任 診 断 、 事 故 ・ 違 反 を 惹 起 し た 者
に 対 す る 特 定 診 断 は 高 い 評 価 を 得 て い
る 。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
着実な実施状況にあると認められる。

（ ３ ） 重 度 後 遺 障 害 者 に 対 す る 援 （ ３ ） 重 度 後 遺 障 害 者 に 対 す る 援
護 護
（療護センター） （療護センター）
① 遷 延 性 意 識 障 害 者 に 対 し 、 病 棟 ① 遷 延 性 意 識 障 害 者 に 対 し 、 病 棟 ２ 脱 却 者 数 に つ い て は 短 期 間 で は 数 値 の
ワ ン フ ロ ア シ ス テ ム 、 プ ラ イ マ リ ワ ン フ ロ ア シ ス テ ム 、 プ ラ イ マ リ 変動が大きいため認可法人時の直近 ヶ4

9 15ー・ナーシング や 高 度 先 進 医 ー ・ ナ ー シ ン グ や 高 度 先 進 医 療 機 年 平 均 年 人 を 基 準 と し た と こ ろ 、（ 注 ３ ）

療 機 器 に よ る 高 度 な 治 療 ・ 看 護 を 器 に よ る 高 度 な 治 療 ・ 看 護 を 実 施 年度は半年間で 人を脱却させており、8
実 施 す る こ と に よ り 、 中 期 目 標 期 し、脱却者４名以上とする。 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況
間 中 に 脱 却 者 ３ ０ 人 以 上 （ 認 可 法 にあると認められる。
人 時 の 直 近 ４ ヶ 年 平 均 年 ９ 人 ） と
するなど、治療効果を高める。
② 質 の 高 い 治 療 機 会 を 医 学 的 観 点 ② 平 成 １ ７ 年 度 開 業 に 向 け 千 葉 療 ２ 千 葉 療 護 セ ン タ ー の 介 護 病 床 の 年17
か ら 公 平 に 提 供 す る た め 、 治 療 効 護 セ ン タ ー に 介 護 病 床 の 整 備 を 進 度 開 業 に 向 け た 整 備 を 着 実 に 進 め る と と

、 、果 の 観 点 を 踏 ま え た 入 院 や 入 院 中 め る と と も に 、 入 退 院 プ ロ セ ス の も に 入退院プロセスの構築を図るため
の 経 過 説 明 等 入 退 院 プ ロ セ ス の 構 構 築 を 図 る た め 、 各 療 護 セ ン タ ー 療 護 セ ン タ ー の 現 状 調 査 を 実 施 し て お4
築 を 図 る と と も に 、 そ の 他 の 医 療 の現状調査を行う。 り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施
機 関 と の 連 携 を 図 り つ つ 病 床 や 高 状況にあると認められる。



度先進医療機器の整備を進める。
③ 短 期 入 院 事 業 に お い て 、 入 退 院 ③ 東 北 ・ 中 部 療 護 セ ン タ ー に お い ２ 東 北 ・ 中 部 療 護 セ ン タ ー に お い て 短 期
の 状 況 を 勘 案 し つ つ 、 療 護 セ ン タ て 、 入 退 院 に よ る 病 床 の 稼 働 状 況 入 院 事 業 を 行 い 人 日 の 受 け 入 れ を 行58
ーの有効活用を図る。 を 勘 案 し て 可 能 な 限 り 短 期 入 院 事 う と と も に 、 岡 山 療 護 セ ン タ ー お い て も

業 を 行 う と と も に 、 岡 山 療 護 セ ン 短 期 入 院 事 業 の 年 度 実 施 に 向 け た 環16
タ ー に つ い て も 短 期 入 院 事 業 の 実 境 整 備 を 進 め て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に
施に向けた環境整備を行う。 む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ

る 。
④ メ デ ィ カ ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー ④ メ デ ィ カ ル ・ ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ２ メ デ ィ カ ル ・ ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー に よ
に よ る 患 者 家 族 に 対 す る 支 援 や 在 ー に よ り 、 転 院 先 情 報 の 提 供 な ど る 転 院 先 情 報 、 療 護 セ ン タ ー に お い て 行
宅 介 護 者 に 対 す る 介 護 に 関 す る 知 患 者 家 族 に 対 す る 支 援 や 、 療 護 セ う 介 護 に 関 す る 知 識 ・ 技 術 の 情 報 な ど の
識・技術の提供を推進する。 ン タ ー に お い て 行 う 介 護 に 関 す る 提 供 に よ り 、 患 者 家 族 、 在 宅 介 護 者 に 対

知 識 ・ 技 術 の 情 報 の 提 供 な ど 在 宅 し 支 援 を 行 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に
介護者に対する支援を強化する。 む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ

る 。
⑤ 地 元 大 学 等 研 究 機 関 や 療 護 セ ン ⑤ 療 護 セ ン タ ー に お い て 実 施 さ れ ２ 日本脳神経外科学会において 件 の 研9
タ ー 間 の 連 携 の 強 化 、 職 場 内 研 修 て い る 遷 延 性 意 識 障 害 者 に 対 す る 究 成 果 を 発 表 す る と と も に 、 岡 山 ・ 千 葉
の 充 実 等 に よ り 、 プ ラ イ マ リ ー ・ 高 度 な 治 療 ・ 看 護 の 技 術 を 一 般 病 療 護 セ ン タ ー に お い て 、 短 期 入 院 事 業 に
ナ ー シ ン グ や 高 度 先 進 医 療 機 器 を 院 に 対 し て 普 及 さ せ る た め 、 地 元 協 力 す る 病 院 に 対 す る 実 務 研 修 を ３ 回 実
活 用 し た 医 療 技 術 の 開 発 ・ 向 上 を 大 学 等 と の 連 携 を と り な が ら ５ 件 施 し て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着
図 り 、 一 般 病 院 へ の 普 及 を 図 る た 以 上 の 学 会 発 表 を 行 う と と も に 、 実な実施状況にあると認められる。
め 、 日 本 脳 神 経 外 科 学 会 、 意 識 障 新 た に 短 期 入 院 事 業 に 協 力 す る 病
害 治 療 学 会 等 に お い て 年 平 均 １ ０ 院 へ の 働 き か け と し て 実 務 研 修 を
件 以 上 （ 認 可 法 人 時 の 直 近 ４ ヶ 年 実施する。
平 均 年 ７ ． ３ 件 ） の 研 究 成 果 の 発
表 を 行 う と と も に 、 短 期 入 院 協 力
病院に対する実務研修等を行う。
⑥ 地 域 医 療 機 関 と の 連 携 を 図 り 、 ⑥ 地 域 医 療 機 関 と の 連 携 を 図 り 、 ３ 療 護 セ ン タ ー に お い て 、 件 の4 4,787
年 間 ９ ， ０ ０ ０ 件 以 上 （ 認 可 法 人 ４ ， ５ ０ ０ 件 以 上 の 高 度 先 進 医 療 高 度 先 進 医 療 機 器 の 検 査 を 受 託 し て お
時 の 直 近 ４ ヶ 年 平 均 年 ５ ， ４ ９ ３ 機器の検査を受託する。 り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 特 に 優 れ た
件 ） の 高 度 先 進 医 療 機 器 の 検 査 を 実施状況にあると認められる。
受託する。
（介護料支給等支援業務） （介護料支給等支援業務）
① 被 害 者 の 状 況 に 応 じ た 介 護 料 の ① 被 害 者 の 状 況 に 応 じ た 介 護 料 の ２ 人 に 対 し 後 遺 障 害 の 程 度 ・ 介 護3,570
支 給 及 び 一 般 病 院 へ の 短 期 入 院 費 支 給 及 び 一 般 病 院 へ の 短 期 入 院 費 の状況に応じた介護料の支給及び 人278
用 に 係 る 助 成 を 行 う こ と に よ り 、 用 に 係 る 助 成 を 行 う こ と に よ り 、 に 対 し 一 般 病 院 へ の 短 期 入 院 費 用 に 係 る
効果的な被害者救済を図る。 効果的な被害者救済を図る。 助 成 を 行 う こ と に よ り 、 効 果 的 な 被 害 者

救 済 を 図 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む
け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ



る 。
② 介 護 に 関 す る 相 談 窓 口 を 主 管 支 ② 介 護 相 談 窓 口 を 全 主 管 支 所 に 設 ２ 介 護 相 談 窓 口 を 全 主 管 支 所 に 設 置 し 、
所 に 設 置 し 、 介 護 福 祉 士 等 に よ る 置 し 、 介 護 福 祉 士 等 に よ り 積 極 的 介 護 福 祉 士 等 に よ り 積 極 的 な 相 談 支 援 を
介 護 に 関 す る 知 識 ・ 技 術 の 提 供 等 な 相 談 支 援 を 行 う と と も に 、 窓 口 行 う と と も に 、 ニ ー ズ の 高 い 情 報 を 「 介
重 度 後 遺 障 害 者 の 家 族 に 対 す る 相 に 寄 せ ら れ た 相 談 内 容 か ら 被 害 者 護だより」を通じて提供している。
談 支 援 を 効 果 的 な 広 報 と 併 せ て 実 の ニ ー ズ の 高 い 情 報 に つ い て 、 療 重 度 後 遺 障 害 者 の 家 族 へ の 相 談 支 援 に
施 す る と と も に 、 療 護 セ ン タ ー と 護センターと連携を図りつつ 介 関 す る 評 価 度 に つ い て は 、 年 度 と 比、「 14
連 携 し 、 ５ 段 階 評 価 の 調 査 に お け 護 だ よ り 」 を 通 じ て 提 供 す る 。 こ 較 し 、 ポ イ ン ト 向 上 し た と な0.15 3.67
る 重 度 後 遺 障 害 者 の 家 族 へ の 相 談 れ ら の 措 置 を 講 じ る こ と に よ り 、 っ て い る 。
支 援 に 関 す る 評 価 度 に つ い て 、 中 ５ 段 階 評 価 の 調 査 に お け る 重 度 後 以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 度 ま で 遺 障 害 者 の 家 族 へ の 相 談 支 援 に 関 着実な実施状況にあると認められる。
に４．０以上とする。 す る 評 価 度 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） に つ

い て 、 平 成 １ ４ 年 度 に 実 施 し た プ
レ調査以上の評価を獲得する。

（ ４ ） 交 通 遺 児 等 に 対 す る 支 援 業 （ ４ ） 交 通 遺 児 等 に 対 す る 支 援 業
務 務

被 害 者 の 状 況 に 応 じ た 無 利 子 貸 交 通 遺 児 等 に 対 し て 経 済 的 な 支 ２ 交 通 遺 児 等 人 に 対 し 無 利 子 貸 付1,751
付 け を 行 う こ と に よ り 、 効 果 的 な 援 を 目 的 と し た 無 利 子 貸 付 け を 行 け を 行 う と と も に 、 保 護 者 や 子 供 た ち の
被 害 者 救 済 を 図 り つ つ 、 保 護 者 同 う と と も に 、 同 制 度 の 利 用 対 象 者 交流の場である 友 の 会 を運営し 友「 」 、「

」 「 」士 の 交 流 の 場 の 設 置 等 に よ り 被 害 の 保 護 者 や 子 供 た ち の 交 流 の 場 で の 会 だ よ り の 発 行 や 書道コンテスト
者 家 族 相 互 の 親 睦 を 深 め 、 交 通 遺 あ る 「 友 の 会 」 を 運 営 し 「 友 の を 実 施 す る こ と に よ り 、 精 神 的 支 援 を 強、
児 等 の 健 全 な 育 成 を 図 る 精 神 的 支 会 だ よ り 」 の 発 行 や 「 書 道 コ ン テ 化 し て い る 。
援 を 強 化 す る 。 被 害 者 に 対 す る 調 ス ト 」 を 全 支 所 に お い て 実 施 す る 被 害 者 に 対 す る 精 神 的 支 援 に 関 す る 評
査 を 実 施 し 、 ５ 段 階 評 価 に お け る こ と に よ り 、 精 神 的 支 援 を 強 化 す 価 度 に つ い て は 、 中 期 計 画 で 達 成 す る こ
精 神 的 支 援 に 関 す る 評 価 度 に つ い る 。 こ れ ら の 措 置 を 講 じ る こ と に と と し た 評 価 度 を わ ず か に 下 回 っ た も の
て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 よ り 、 被 害 者 に 対 す る ５ 段 階 評 価 の 、 年 度 と 比 較 し 、 ポ イ ン ト 向14 0.17
度までに４．０以上とする。 の 調 査 に お け る 精 神 的 支 援 に 関 す 上 し た となっている。3.95

る 評 価 度 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） に つ い 以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
て 、 平 成 １ ４ 年 度 に 実 施 し た プ レ 着実な実施状況にあると認められる。
調査以上の評価を獲得する。

（５）広報活動業務 （５）広報活動業務
① 介 護 料 支 給 業 務 及 び 交 通 遺 児 等 ① 被 害 者 保 護 を 推 進 す る 観 点 か ２ 全 市 町 村 他 関 係 機 関 に 、 介 護 料 支 給 業
貸 付 業 務 の 案 内 パ ン フ レ ッ ト を 年 ら 、 介 護 料 支 給 業 務 及 び 交 通 遺 児 務 及 び 交 通 遺 児 等 貸 付 業 務 の 案 内 パ ン フ

3,625 5,303１ 回 全 市 町 村 に 、 療 護 セ ン タ ー に 等 貸 付 業 務 の 案 内 パ ン フ レ ッ ト 及 レ ッ ト 箇 所 及びポスター（ ） （
つ い て も 業 務 に 関 す る パ ン フ レ ッ び ポ ス タ ー を 全 市 町 村 他 関 係 機 関 箇 所 ） を 配 布 し 、 受 給 資 格 者 及 び 貸 付 対
ト を 年 １ 回 脳 神 経 外 科 病 院 等 に 配 に 配 布 し 、 受 給 資 格 者 及 び 貸 付 対 象 者 に 対 し こ れ ら 業 務 に つ い て 周 知 徹 底
布するなど 広報活動を強化する 象者に対し周知徹底を図る。 を図っている。、 。

ま た 、 療 護 セ ン タ ー の 業 務 に 関 療 護 セ ン タ ー の 業 務 に 関 す る パ ン フ レ
す る パ ン フ レ ッ ト を 脳 神 経 外 科 を ッ ト を 脳 神 経 外 科 を 主 体 と し た 病1,164



主 体 と し た 病 院 に 配 布 し 、 患 者 家 院 に 配 布 し 、 患 者 家 族 等 へ の 周 知 徹 底 を
族等への周知徹底を図る。 図 っ て い る 。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
着実な実施状況にあると認められる。

② 介 護 料 支 給 業 務 に お い て は 、 損 ② 各 損 保 会 社 等 に 協 力 依 頼 し 、 受 ２ 各 損 保 会 社 等 を 通 じ て 、 受 給 資 格 と な
保 会 社 等 と 連 携 し 、 受 給 資 格 者 に 給資格者に対し周知徹底を図る。 り 得 る 重 度 後 遺 障 害 者 及 び そ の 家 族 に 対
対する周知徹底を図る。 し 周 知 徹 底 を 図 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達

成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め
ら れ る 。

（ ６ ） 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 制 度 に （ ６ ） 自 動 車 損 害 賠 償 保 障 制 度 に
ついての周知宣伝業務 ついての周知宣伝業務
① 交 通 安 全 フ ェ ア 等 の 各 種 催 し に ① 交 通 安 全 フ ェ ア 等 の 各 種 催 し に ２ 本 部 に お い て 、 東 京 モ ー タ ー シ ョ ー 、 展 示 方 法 に つ い て 、 さ ら な る 改 善
お け る 展 示 物 及 び 配 布 物 の 改 善 等 お け る 展 示 物 及 び 配 布 物 の 改 善 等 交 通 安 全 フ ェ ア 等 の イ ベ ン ト に 出 展 し 、 を図って欲しい。
に よ り 、 国 や （ 社 ） 日 本 損 害 保 険 に よ り 、 国 や （ 社 ） 日 本 損 害 保 険 出 展 パ ネ ル を 改 善 す る 等 に よ り 、 自 動 車
協 会 等 と 協 力 し つ つ 、 自 動 車 損 害 協 会 等 と 協 力 し つ つ 、 自 動 車 損 害 損 害 賠 償 保 障 制 度 の 周 知 宣 伝 活 動 を 積 極
賠 償 保 障 制 度 の 周 知 宣 伝 活 動 を 強 賠 償 保 障 制 度 の 周 知 宣 伝 活 動 を 強 的 に 行 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け
化する。 化する。 て着実な実施状況にあると認められる。
② 機 構 の 全 国 組 織 を 活 用 し 、 事 業 ② 都 道 府 県 単 位 で 実 施 さ れ て い る ２ 各 支 所 に お い て 、 交 通 安 全 等 に 関 す る
者 や 被 害 者 に 対 す る 自 動 車 損 害 賠 交 通 安 全 等 に 関 す る 催 し に 対 し イ ベ ン ト に 回 参 加 し 、 自 動 車 損 害 賠46
償保障制度の周知を行う。 て 、 支 所 単 位 で 参 加 し 、 自 動 車 損 償 保 障 制 度 に つ い て の 周 知 宣 伝 活 動 を 積

害 賠 償 保 障 制 度 に つ い て の 周 知 宣 極 的 に 行 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む
伝を行う。 け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ

る 。
（７）情報提供業務 （７）情報提供業務
① 効 果 的 か つ 公 正 な 自 動 車 ア セ ス ① 効 果 的 か つ 公 正 な ア セ ス メ ン ト ２ 安 全 性 能 に 係 る 指 標 （ 車 種 類 型 別 の 総
メ ン ト を 実 施 す る こ と に よ り 、 自 事 業 を 実 施 す る こ と に よ り 、 自 動 合 評 価 ☆の数 の 直 近 カ年の平均値)（ ） 2
動 車 メ ー カ ー の 安 全 な 車 の 開 発 意 車 メ ー カ ー の 安 全 な 車 の 開 発 意 識 に つ い て 、 年 度 よ り 、 改 善 を 図14 1.2%
識 を 高 め る と と も に 、 ユ ー ザ ー が を 高 め る と と も に 、 ユ ー ザ ー が 安 っ て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実
安 全 な 車 を 選 択 し や す い 情 報 を 提 全 な 車 を 選 択 し や す い 情 報 を 提 供 な実施状況にあると認められる。
供 し 、 安 全 性 能 に 係 る 指 標 （ 車 種 し 、 安 全 性 能 に 係 る 指 標 （ 車 種 類
類 型 別 の 総 合 評 価 （ ☆ の 数 ） の 直 型 別 の 総 合 評 価 （ ☆ の 数 ） の 直 近
近 ２ カ 年 の 平 均 値 ） に つ い て 、 中 ２ カ 年 の 平 均 値 ) ( 平 成 １ ５ 年 度 ）
期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 業 年 度 に お について 認可法人の最終年度 平、 （
い て 、 認 可 法 人 時 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ４ 年 度 ） よ り 、 １ ％ 以 上 の 改
成 １ ４ 年 度 ） 比 で ４ ％ 以 上 の 改 善 善を図る。
を達成する。
② パ ン フ レ ッ ト 配 布 先 の 拡 大 、 ホ ② パ ン フ レ ッ ト の 配 布 に つ い て 全 ２ パ ン フ レ ッ ト の 配 布 に つ い て 全 国 の 市
ー ム ペ ー ジ の 構 成 の 改 善 等 に よ 国 の 市 区 町 村 役 場 等 に 協 力 要 請 を 区 町 村 役 場 等 に 協 力 要 請 を 行 い 、 配 布 箇
り 、 ア ク セ ス し や す い 、 分 か り や 行い 配 布 箇 所 数 平 成 １ ５ 年 度 所 数 を 年度以上としている。、 （ ） 14
す い 情 報 提 供 を ユ ー ザ ー に 行 う と を 認 可 法 人 の 最 終 年 度 （ 平 成 １ ４ ユ ー ザ ー に 対 す る 利 用 度 ・ 満 足 度 に 関
と も に 、 定 期 的 に 利 用 者 調 査 を 実 年 度 ） 以 上 と す る と と も に 、 利 用 す る 評 価 度 に つ い て は 、 年 度 と 比 較14
施し、業務の改善に反映させる。 者 に 対 す る 調 査 を 実 施 し 、 情 報 提 し 、 ポ イ ン ト 向 上 し た と な っ0.23 3.81



ユ ー ザ ー に 対 す る ５ 段 階 評 価 の 供 の 内 容 の 改 善 を 図 る こ と に よ て い る 。
利 用 度 ・ 満 足 度 に 関 す る 評 価 度 に り 、 ユ ー ザ ー に 対 す る ５ 段 階 評 価 以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
つ い て 、 中 期 目 標 期 間 の 最 後 の 事 の 調 査 に お け る 利 用 度 ・ 満 足 度 に 着実な実施状況にあると認められる。
業年度までに４．０以上とする。 関 す る 評 価 度 （ 平 成 １ ５ 年 度 ） に

つ い て 、 平 成 １ ４ 年 度 に 実 施 し た
プレ調査以上の評価を獲得する。

③ 歩 行 者 保 護 性 能 の ア セ ス メ ン ト ③ 歩 行 者 が 自 動 車 に 衝 突 さ れ た 場 １ 歩 行 者 頭 部 保 護 性 能 の ア セ ス メ ン ト を
を 平 成 １ ５ 年 度 よ り 導 入 す る 。 ま 合 の 被 害 軽 減 を 促 進 す る た め 、 歩 実施している。
た 、 側 面 衝 突 安 全 性 能 評 価 等 に つ 行 者 頭 部 保 護 性 能 の ア セ ス メ ン ト 側 面 衝 突 安 全 性 能 評 価 に つ い て の 米
いて調査研究を行う。 を実施する。 国 、 欧 州 等 の 試 験 方 法 の 文 献 に よ る 調 査

ま た 、 側 面 衝 突 安 全 性 能 評 価 に 及 び 国 内 の 実 事 故 デ ー タ の 統 計 分 析 を 行
つ い て 、 評 価 方 法 の 改 良 を 図 る た っ て い る が 、 欧 州 ア セ ス メ ン ト 実 施 機 関
め 、 米 国 、 欧 州 、 豪 州 等 の 文 献 調 の 試 験 に つ い て は 、 試 験 方 法 の み を 調 査
査 及 び 国 内 の 実 事 故 デ ー タ の 統 計 し 、 試 験 結 果 を 踏 ま え た 分 析 に つ い て は
分析を行う。 年度に行うこととした。16

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
概 ね 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ
る 。

④ 実 事 故 デ ー タ と 安 全 性 能 評 価 結 ④ 総 合 評 価 採 用 以 降 に 実 施 し た 試 ２ 実 事 故 デ ー タ と 安 全 性 能 評 価 と の 相 関 重 要 な デ ー タ で あ り 、 グ ラ フ を 入
果 の 相 関 関 係 を 解 析 し 、 自 動 車 ア 験 対 象 車 種 の 事 故 デ ー タ を 調 査 ・ 関 係 を 解 析 し 、 正 面 衝 突 に つ い て は 一 定 れ る な ど 一 般 国 民 に も も っ と わ か
セスメントの改善に資する。 収 集 す る と と も に 、 当 該 車 種 の 評 の 相 関 関 係 が 見 ら れ た が 側 面 衝 突 に つ い り や す く 公 表 す る こ と を 検 討 し て

価 試 験 結 果 と の 相 関 関 係 を 解 析 す て は 相 関 関 係 が み ら れ な か っ た こ と か 欲 し い 。
る。 ら 、 年 度 以 降 、 さ ら に 実 事 故 デ ー タ16

を 蓄 積 し 、 障 害 部 位 ご と に 相 関 関 係 を 解
析 す る こ と に よ り 、 試 験 法 ・ 評 価 法 の 改
善 に 資 す る と し て お り 、 中 期 目 標 の 達 成
に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら
れ る 。

⑤ 海 外 の 専 門 家 と の 討 論 及 び 情 報 ⑤ 海 外 の ア セ ス メ ン ト 関 係 機 関 と ２ 試 験 開 発 能 力 の 向 上 を 図 る た め 、 海 外
交 換 を 実 施 す る な ど 、 各 国 ア セ ス の 討 論 及 び 情 報 交 換 を 積 極 的 に 行 の ア セ ス メ ン ト 関 係 機 関 の 実 施 す る 国 際
メ ン ト 機 関 、 専 門 家 等 と の 情 報 交 う と と も に 、 自 動 車 の 安 全 性 に 係 会 議 等 に 積 極 的 に 参 加 し 、 実 施 し た 試 験
換を継続的に実施する。 る国際会議へ参加する。 ・ 評 価 に つ い て の 発 表 ・ 意 見 交 換 を 行 っ

て い る 。
事 故 と ア セ ス メ ン ト 評 価 の 相 関 分 析 手

法 及 び 歩 行 者 保 護 ア セ ス メ ン ト の 試 験 方
法等についての知見を得たとしている。

以 上 に よ り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て
着実な実施状況にあると認められる。

⑥ 業 務 改 善 状 況 等 に つ い て タ ス ク ⑥ 業 務 改 善 状 況 等 に つ い て タ ス ク ２ タ ス ク フ ォ ー ス に よ る 外 部 評 価 を 行



フ ォ ー ス に よ り 外 部 評 価 を 行 い 、 フ ォ ー ス に よ り 外 部 評 価 を 行 い 、 い 、 そ の 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 す
そ の 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 そ の 結 果 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 る こ と と し て お り 、 中 期 目 標 の 達 成 に 向
する。 する。 け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら れ

る 。
（ 人 件 費 の 見 積 も り を 含３．予算

収支計画及び資金計画む 、。）
本 計 画 に 従 っ た サ ー ビ ス そ の 他 別 紙 の と お り ２ 中 期 計 画 に 基 づ い た 年 度 計 画 予 算 、 収

業務の質の向上を図りつつ 予 算 支 計 画 及 び 資 金 計 画 を 策 定 し 、 計 画 に 沿、 、
収 支 計 画 及 び 資 金 計 画 を 別 紙 の と っ て 、 サ ー ビ ス そ の 他 業 務 の 質 の 向 上 を
おり策定する。 図 り つ つ 、 適 正 な 予 算 の 執 行 を 行 っ て お

り 、 中 期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施
状況にあると認められる。

４．短期借入金の限度額
予 見 し 難 い 事 故 等 の 事 由 に よ り 予 見 し 難 い 事 故 等 の 事 由 に よ り ※平成１５年度は該当なし。

資 金 不 足 と な る 場 合 に 限 り 、 短 期 資 金 不 足 と な る 場 合 に 限 り 、 短 期
借 入 金 の 限 度 額 １ ， ６ ０ ０ 百 万 借 入 金 の 限 度 額 １ ， ６ ０ ０ 百 万
円とする。 円とする。

重 要 な 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担５．
保にする計画

な し な し － ※平成１５年度は該当なし。
６．剰余金の使途

剰 余 金 が 発 生 し た 場 合 に は 、 独 剰 余 金 が 発 生 し た 場 合 に は 、 独 － ※平成１５年度は該当なし。
立 行 政 法 人 通 則 法 第 ４ ４ 条 第 ３ 項 立 行 政 法 人 通 則 法 第 ４ ４ 条 第 ３ 項
の 規 定 に よ る 国 土 交 通 大 臣 の 承 認 の 規 定 に よ る 国 土 交 通 大 臣 の 承 認
を 受 け て 、 利 用 者 サ ー ビ ス 充 実 の を 受 け て 、 利 用 者 サ ー ビ ス 充 実 の
た め の 環 境 の 整 備 、 職 員 研 修 の 充 た め の 環 境 の 整 備 、 職 員 研 修 の 充
実に充てる。 実に充てる。
７．その他主務省令で定める業務運
営に関する事項

施設及び設備に関する計画 （１）施設及び設備に関する計画 ２ 千 葉 療 護 セ ン タ ー 介 護 病 床 工 事 の 工 程（１）
別 紙 の と お り 別 紙 の と お り の 一 部 を 年 度 に 繰 り 越 し て い る が 、16

開 業 の 予 定 に は 影 響 が な い こ と か ら 、 中
期 目 標 の 達 成 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に
あると認められる。

（２）人事に関する計画（２）人事に関する計画
①方針①方針

中 期 目 標 期 間 中 に お い て 、 サ ー サ ー ビ ス そ の 他 業 務 の 質 の 向 上 ２ 業 務 全 体 の 情 報 化 ・ 電 子 化 を 進 め 業 務



ビ ス そ の 他 業 務 の 質 の 向 上 を 図 り を 図 り つ つ 、 業 務 全 般 に お け る 業 運 営 の 効 率 化 の 実 施 を 始 め る こ と に よ
つ つ 、 業 務 全 般 に お け る 業 務 プ ロ 務 プ ロ セ ス の 見 直 し や 集 約 化 等 を り 、 計 画 的 に 人 員 の 抑 制 に 努 め る と と も
セ ス の 見 直 し や 集 約 化 等 を 実 施 実 施 し 、 業 務 運 営 の 効 率 化 を 図 る に 、 研 修 制 度 を 充 実 さ せ 、 職 員 の 資 質 を
し 、 業 務 運 営 の 効 率 化 を 図 る こ と こ と に よ り 、 計 画 的 な 削 減 を 行 い 向 上 さ せ る と と も に 、 業 務 経 費 を 削 減 し
に よ り 、 計 画 的 な 削 減 を 行 い 人 員 人員の抑制に努める。 て い く こ と と し て お り 、 中 期 目 標 の 達 成
の抑制に努める。 に む け て 着 実 な 実 施 状 況 に あ る と 認 め ら
②人材の育成 ②人材育成 れ る 。

指 導 講 習 業 務 に お け る 講 師 の 育 指 導 講 習 業 務 に お け る 講 師 の 育
成 や 適 性 診 断 業 務 の カ ウ ン セ リ ン 成 や 適 性 診 断 業 務 の カ ウ ン セ リ ン
グ 技 術 の 向 上 を 図 る た め 、 研 修 制 グ 技 術 の 向 上 を 図 る た め 、 研 修 制
度 を 充 実 し 、 職 員 の 資 質 を 向 上 さ 度 を 充 実 し 、 職 員 の 資 質 を 向 上 さ
せる。 せる。
③人員に関する指標 ③人員に関する指標

中 期 目 標 期 間 の 最 終 年 度 ま で 期初の職員数を維持する。
に、職員数を抑制する。
〔参考〕
１ ） 期 初 の 常 勤 職 員 数

３ ４ ０ 人
２ ） 期 末 の 常 勤 職 員 見 込 み

３ ３ ６ 人

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。
３点：中期目標の達成に向けて特に優れた実施状況にあると認められる。
２点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。
１点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。
０点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められず、業務改善が必要である。

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。
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総合的な評定

業 務 運 営 評 価（実施状況全体）

極めて順調 順 調 要努力 評定理由概ね順調

各項目の合計点数＝９７

項目数（５２）×２＝１０４○

下記公式＝９３％

＜記入要領＞ ・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１３０％以上である場合には 「極、

めて順調」とする。

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１００％以上１３０％未満である

場合には 「順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％以上１００％未満である場

合には 「概ね順調」とする。、

○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％未満である場合には 「要努、

力」とする。

・但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位

又は下位のランクに評価を変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変

更することができる。

自 主 改 善 努 力 評 価

評 定 評 定 理 由

法人が説明を行った自主改善努力である業務運営を円滑に実施す

－ る上で必要な諸規程類の見直し等については、一般的な努力に留ま

るため 「相当程度の実践的努力が認められる」とはいえない。、

＜記入要領＞ ・自主改善努力が意欲的かつ前向きで、優れた実践事例として認められる場合には、評定欄

に「相当程度の実践的努力が認められる」と記入し、認められない場合には「－」と記入す

る。いずれの場合においても、その右の「評定理由」欄に、取組みの事例を含め、その理由

を記入する。

業 務 全 般 に 関 す る 意 見

・機構として交通事故をどのように減らしていくかということを常に念頭におきながら業務に取り組むべき
である。
・最新の交通事故の傾向をキャッチし、その傾向に併せて、業務のあり方を見直していくという機能も必要
である。
・諸外国の事例の調査をする場合において、他の機関の調査研究と横の連携を図り、施策全体としての効率
化を目指すべきである。

、 、・数値目標については概ね順調に達成しているが 機構として社会的に重要な役割を果たしていくためには
さらに創意工夫をし、活動の実質的な価値を高めていく努力をすることが必要である。
・機構も業務の功績が認められているということを励みに、さらにしっかりとした運営を行って欲しい。
＜記入要領＞ 業務運営評価及び自主改善努力評価を踏まえ、本欄には、総合的な評定について必要な場・

合に付される意見を記入する （業務運営評価、自主改善努力評価及び本意見をもって総。
合的な評価とする ）。


